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＜別紙 1＞ 

介護老人保健施設 博愛荘のご案内 
（令和 6年 8月 1日現在） 

 

1. 施設の概要 

（１） 施設の名称等 

施 設 名         医療法人社団帰厚堂 介護老人保健施設 博愛荘 

開 設 年 月 日         平成 25 年 2月 1日 

所 在 地         岩手県紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第 5地割 335 番地 

電 話 番 号         019-698-2015 FAX 番号 019-611-2071 

管 理 者 名         西城 精一 

介護保険指定番号 0372200816 号 医療法人社団帰厚堂 介護老人保健施設 博愛荘 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

（事業の目的） 

介護老人保健施設は、医学的管理の下での看護・介護やリハビリテーション、その他

必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保険施設サービスを提供することで、入所

者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、1 日でも早く家庭での生活に

戻れることができるように支援すること、また、利用者の方が居宅での生活を 1日でも

長く継続できるよう、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）といったサービ

スを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 

 この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理

解いただいた上でご利用ください。 

 

（運営の方針） 

  当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよ

う、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看

護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅にお

ける生活への復帰を目指します。 

2 当施設では、利用者の意思および人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむ

を得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。 

3  当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと

ともに職員に対し、研修を実施する等の措置を講じます。 

4  当施設では、介護老人保健施設が中核施設となるべく、居宅介護支援事業所、その

他保健医療福祉サービス提供者および関係市町村と綿密な連携をはかり、利用者が地

域において総合的サービス提供を受けることができるように努めます。 

5  当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」

過ごす事ができるようサービス提供に努めます。 

6  サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者またはその家族に対して療

養上必要な事項について、理解しやすいように指導または説明を行うとともに利用者

の同意を得て実施するよう努めます。 

7  利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドライン

に則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供

にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必
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要に応じて利用者またはその代理人への了解を得ることとします。 

8  当施設は、介護保健サービスを提供するにあたって、介護保険法第 118条の 2第 1

項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよ

う努めるものとします。  
 

 

（３）施設の職員体制（ 博愛荘 入所 93 床 ） 

 職員数 業 務 内 容       

医師 1 人以上 入所利用者に対する医業を行う。 

看護職員 9 人以上 入所利用者に対する看護業務を行う。 

薬剤師 委託 調剤・薬歴管理・薬剤情報提供を行う。 

介護職員 23 人以上 入所利用者に対する日常生活全般の介護業務を行う。 

支援相談員 1 人以上 保健・福祉・医療全般にわたる相談業務を行う。 

理学療法士 

2 人以上 

入所利用者に対する理学療法を行う。 

作業療法士 入所利用者に対する作業療法を行う。 

言語聴覚士 入所利用者に対する言語聴覚療法を行う。 

管理栄養士 1 人以上 入所利用者に対する栄養管理・食事に対する相談を行う。 

歯科衛生士 1 人以上 入所利用者に対する口腔機能向上のための訓練･指導業務を行う。 

介護支援専門員 1 人以上 入所利用者の施設サービス計画作成・認定調査を行う。 

事務職員 若干名 事務管理業務を行う。 

（４）入所定員等 定員 93 名  

・療養室  個室 5室、2人室 2室、4人室 21室 
 

2. サービスの内容 

・ 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画の立案 

・ 入浴（週に 2回以上、一般浴槽のほか、入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対

応します。但し、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合もあります。） 

・ 食事の提供（朝食：7時 30 分 昼食：12時 夕食：18時） 

＊食事は原則として食堂にて召し上がっていただきます。 

・ 医学的管理・看護 

・ 介護（退所時の支援も行います） 

・ リハビリテーション（レクリエーション、機能訓練、生活指導） 

・ 相談援助サービス 

・ 栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理 

・  口腔ケア 

・ 理美容サービス（原則、月２回実施致します。） 

・ 行政手続代行 

・ その他 

※ これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただく

ものもあります。 
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3. 協力医療機関等 

    当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力いただき、利用者の状態が急変した

場合等には、速やかに対応をお願いするようにしております。 

協力医療機関との連携体制を整備し、ご本人・ご家族の同意のもと入所者の病歴等に関

する情報を共有する会議を協力医療機関と定期的に行います。 

 

  ○協力医療機関 

名称 医療法人社団帰厚堂 南昌病院 

住所 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第 1 地割 2番地 181 

 

名称 医療法人社団帰厚堂 こずかた診療所 

住所 矢巾町大字又兵エ新田第 5 地割 335番地 

医療福祉多機能ビル ケアセンター南昌 １F 

  ○協力歯科医療機関 

名称 煙山歯科医院 

住所 矢巾町大字上矢次第 7地割 126番 

4． 施設利用に当たっての留意事項 

・ 面会 

平日（月～金）：午前 8時 30 分から午後 8時まで 

休日（土日祝日）：午前 8時 30 分から午後 5時まで 

ただし、感染症予防対策のために面会を中止またはオンラインによる面会等に制限

することがあります。面会の際は「面会用紙」に必ずご記帳下さい。 

・ 消灯時間 

   午後 9時となります。                                                                                         

・ 外出、外泊    

事前に医師の許可を得て、申込書の提出が必要となります。 

・ 外泊時等の施設外での受診 

原則として受診できません（薬だけ貰う事もできません）。外出・外泊中に体調不良

等があった場合は施設へご連絡ください。 

・ 飲酒、喫煙    

ご利用者の健康のために制限致しております。 

・ 火気の取扱い   

  指定の場所以外での火気のご使用は固く禁止します。 

・ 金銭・貴重品の管理 

現金、貴重品の管理はいたしておりません。現金・貴重品の紛失には責任を負いか

ねますのでご了承ください。 

・ 所持品・備品等の持ち込み 

          「入所時の持ち物」をご参照の上、全ての持ち物にお名前をご記入ください。 

なお、その他必要と思われるものは、担当職員へご相談ください。 

・ 設備、備品の利用   

     標準型車椅子や歩行器等は必要に応じて利用できますが、ご利用者の状況によって 

はご購入いただく場合もございます。 

・ ペットの持ち込み 

ペットの持ち込みは固く禁止いたします。 

・ ご入所者へのお見舞い、差し入れ 

現金によるお見舞いは本人ではなく、ご家族にお渡しください。食べ物等の差し入

れは、入所者の状態により食事制限がされている場合もございますので、担当職員
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へご相談ください。また、同室者へのお裾分けもご遠慮ください。 

・ 他利用者への迷惑行為の禁止 

          多くの利用者との共同生活になりますので、節度ある入所生活をお願いします。 

5. 身体の拘束等 

   当施設は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、当該利用者また

は、その他利用者等の生命またはその身体を保護するため等、緊急やむを得なく身体拘束

を行う場合、当施設の医師がその状態および時間、その際の利用者の心身の状況、緊急や

むを得なかった理由を診療録に記載します。 

 2 当施設は、身体的拘束等の適正化を図るために、以下に掲げる事項を実施します。 

 （1） 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとします。）を定期的に開催するとともに、その結果について介

護職員、その他の職員に周知徹底を図ります。 

 （2） 身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 

（3） 介護職員、その他の職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

します。 

 

6. 虐待の防止等 

当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生または、その再発を防止するため、以下に掲

げる事項を実施します。 

 （1） 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとします。）を定期的に開催するとともに、その結果について介護職員、その

他の職員に周知徹底を図ります。 

 （2） 虐待防止のための指針を整備します。 

 （3） 虐待を防止するための定期的な研修を実施します。 

（4） 前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

 

7. 褥瘡対策等 

当施設は、利用者に対し、良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発

生しないように適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防止するた

めの体制を整備します。 

 

8. 非常災害対策 

 消防法施行規則第 3 条に規定する消防計画および風水害、地震等の災害に対処する計画

に基づき、また消防法第 8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行います。 

 （1） 防火管理者は、資格を有する者職員から施設長が指名する。 

 （2） 火元責任者には、各部署の責任者を充てます。 

（3） 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼します。点検の際は、防火管理者の資

格を有する職員が立ち会います。 

 （4） 非常災害設備は、常に有効に機能するように努めます。 

（5） 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限に止めるため自衛消防隊を編成し、

任務の遂行に当たります。 

 （6） 防火管理者は、当施設職員に対して防火教育、防火訓練を実施します。 

①  防火教育及び基本訓練（防火・通報・避難）……年２回以上 

（うち１回は夜間を想定した訓練を行う）。 

②  利用者を含めた総合避難訓練       ……年 1回以上。 

③  非常災害用設備の使用訓練        ……随時。 
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その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとります。 

（7） 当施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるように

連携に努める。 

９. 業務継続計画の策定等 

  当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健施設サービス

の提供を継続的に実施するため、非常時の体制で早期に業務再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

  2 当施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに必要な研修および訓練

を定期的に実施します。 

  3 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行います。 

10. 衛生管理 

   利用者の使用する施設、食器、その他の設備または飲料水について、衛生的な管理に努

め、衛生上必要な措置を講じるとともに医薬品および医療用具の管理を適正に行います。 

  2 感染症が発生、蔓延しないように感染症および食中毒の予防および蔓延防止のための感

染予防対策委員会を設置し、必要な措置を講ずるための体制を整備します。 

 （1） 当施設における感染症または食中毒の予防および蔓延の防止のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開

催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ります。 

  （2） 当施設における感染症の予防および蔓延防止のための指針を整備します。 

  （3） 当施設において、職員に対し、感染症および食中毒の予防および蔓延防止のための

研修ならびに感染症の予防および蔓延防止のための訓練を定期的に実施します。 

  （4） 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順」に

沿った対応を行います。 

11.禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為

（営業活動）、宗教の勧誘、政治活動」は禁止します。 

12.各種相談、要望及び苦情等 

（1） 当施設には支援相談の専門員として支援相談員・介護支援専門員が勤務しておりま

すので、お気軽にご相談ください。（電話：019－698-2015 内線 264） 

（2） また、要望や苦情等も苦情受付担当者にお寄せいただければ対応いたします。その

他、各階所定の場所に備え付けられた「ご意見箱」をご利用ください。 

・苦情解決責任者：施設長 西城 精一 

・苦情受付担当者：総看護師長 川戸 多喜子 

（3） その他の相談・苦情の窓口は下記のとおりです。 

・矢巾町健康長寿課長寿支援係    （電話：019－611－2830 FAX：019－697－1214） 

・紫波町 生活部長寿健康課 介護保険室（電話：019－672－2111 FAX：019－672－4349） 

・盛岡市 介護保険課 事業所指定係 （電話：019－626－7562 FAX：019－651－1181） 

・岩手県福祉サービス運営適正化委員会（電話：019－637－8871 FAX：019－637－9612） 

・岩手県国民健康保険団体連合会  （電話：019－604－6700 FAX：019－604－6701） 

※その他の市町村の方は、各保険者の相談窓口へご相談ください。 

14.その他 

   当施設についての詳細はパンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 
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＜別紙 2＞   

短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービスについて 

（令和 6年 8月 1日現在） 

 

1．介護保険証の確認 

ご利用の申し込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 

2．介護保険施設サービス 

   短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）は、要介護者（介護予防短期入所療養介

護にあたっては要支援者）にどのような介護サービスを提供すれば家庭での生活を継続し

ていただくことができるかという居宅介護サービス計画に基づいて提供されます。 

当施設を一定期間ご利用いただき、医学管理の下における看護・介護および機能訓練そ

の他必要な医療ならびに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および

利用者のご家族の身体的および精神的負担の軽減を図ることを目的とします。このサービ

スを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、短期入所

療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画が作成されますが、その際、ご本人・利用者の

後見人、利用者の家族、身元引受人等の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容について

は同意をいただきます。 

医  療： 介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、

医師・看護職員等がご利用者の状態に照らして適切な医療・看護を行います。

又、必要に応じて入所の際に健康診断書の提出をしていただきます。 

介  護：施設サービス計画に基づいて実施します。 

リハビリテーション：医師の判断に基づき個別的にリハビリテーションを必要と判断した場合に個別

リハビリテーション計画に基づいて、リハビリスタッフ等による訓練も行いま

す。また、施設内での日常生活、レクリエーション等すべての活動がリハビリテ

ーション（機能訓練）であり、家庭において生活することを目標として行いま

す。  

栄養管理：心身の状態の維持・改善の基礎となる栄養管理サービスを提供します。 

生活サービス：当施設利用中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に

利用者の立場に立って運営しています。 
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3．利用料金  

基本報酬は「在宅超強化型」「在宅強化型」「加算型」「基本型」「その他」に分類されてお

りますが、当施設は「在宅超強化型」に該当しております。基準を満たさなくなった場合に

は、基本料金が変更となりますが、その際には改めてご説明いたします。 

在宅超強化型の算定要件 

イ 在宅復帰・在宅療養支援等指標(下記の評価項目)の合計が 70以上であること。 

①在宅復帰率 50％超 20 30％超 10 30％以下 0 

②ベッド回転率 10％以上 20 ５％以上 10 ５％未満 0 

③入所前後訪問指導割合 35％以上 10 15％以上 5 15％未満 0 

④退所前後訪問指導割合 35％以上 10 15％以上 5 15％未満 0 

⑤居宅サービスの実施数 
3 サービス 

5 

2 サービス（訪問リ

ハビリテーションを

含む） 

3 

2 サービス 

1 

0サービス 

0 

⑥リハ専門職の配置割合 

5 以上

（PT,OT,ST い

ずれも配置）  

5 

5 以上 

3 

3 以上 

2 

3未満 

0 

⑦支援相談員の配置割合 

3 以上（社会福祉

士の配置あり） 

5 

3 以上（社会福祉

士の配置なし） 

3 

2 以上 1 2未満 0 

⑧要介護４又は５の割合 50％以上 5 35％以上 3 35％未満 0 

⑨喀痰吸引の実施割合 10％以上 5 5％以上 3 5％未満 0 

⑩経管栄養の実施割合 10％以上 5 5％以上 3 5％未満 0 

ロ 上記イに加え、下記の評価項目を全て満たしていること 

評価項目 算定要件 

退所時指導等 

ａ：退所時指導 

入所者の退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退

所後の療養上の指導を行っていること。 

ｂ：退所後の状況確認 

1） 退所後 30 日以内に居宅を訪問⼜は指定居宅介護支援事業者

から情報提供を受けること。 

2） 在宅生活が 1 月以上（要介護 4・5 は 2週間）継続する見込

みであることを確認し、記録していること。 

リハビリテーション

マネジメント 

ａ：入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助

けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを

計画的に行い、適宜その評価を行っていること。  

ｂ：医師がリハビリテーションの目的に加えて、リハビリテーショ

ン開始前または実施中の留意事項、中止基準、リハビリテーション

における入所者に対する負荷量等のうちいずれか一つ以上の指示

を行うこと。 

地域貢献活動 地域に貢献する活動を行っていること。 

充実した 

リハビリテーション 
少なくとも週 3回程度のリハビリテーションを実施していること。 
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（１）施設サービス費（基本料金＋加算料金の合計額） 

介護老人保健施設の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、負担割

合証に記載されている負担割合を乗じた額とします。 
 
＜基本料金＞特別の表示がない限り、1日（1回）あたりの料金を表示しています。 

多床室（２人室・４人室） 

 1割負担 2割負担 3割負担 

要介護１ ９０２円 １，８０４円 ２，７０６円 

要介護２ ９７９円 １，９５８円 ２，９３７円 

要介護３ １，０４４円 ２，０８８円 ３，１３２円 

要介護４ １，１０２円 ２，２０４円 ３，３０６円 

要介護５ １，１６１円 ２，３２２円 ３，４８３円 

    

 1割負担 2割負担 3割負担 

要支援１ ６７２円 １，３４４円 ２，０１６円 

要支援２ ８３４円 １，６６８円 ２，５０２円 

 

従来型個室（１人室） 

 1割負担 2割負担 3割負担 

要介護１ ８１９円 １，６３８円 ２，４５７円 

要介護２ ８９３円 １，７８６円 ２，６７９円 

要介護３ ９５８円 １，９１６円 ２，８７４円 

要介護４ １，０１７円 ２，０３４円 ３，０５１円 

要介護５ １，０７４円 ２，１４８円 ３，２２２円 

 

 1割負担 2割負担 3割負担 

要支援１ ６３２円 １，２６４円 １，８９６円 

要支援２ ７７８円 １，５５６円 ２，３３４円 

従来型個室利用の場合でも、医師の判断により多床室料金となる場合があります。 

 

＜加算料金＞特別の表示がない限り、1日（1回）あたりの料金を表示しています。 

 1割負担 2割負担 3割負担 

総合医学管理加算 ２７５円 ５５０円 ８２５円 

送迎加算（片道） １８４円 ３６８円 ５５２円 

個別リハビリテーション実施加算 ２４０円 ４８０円 ７２０円 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） ５１円 １０２円 １５３円 

療養食加算 ８円/１食 １６円/１食 ２４円/１食 

夜勤体制加算 ２４円 ４８円 ７２円 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２円 ４４円 ６６円 

緊急時治療管理 ５１８円 １，０３６円 １，５５４円 

特定治療 診療報酬点数×１０円 

口腔連携強化加算 ５０円 １００円 １５０円 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １０円 ２０円 ３０円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）（R6.6.1～） 介護報酬総額（基本料金＋加算）×7.5％相当額 

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) （～R6.5.31） 介護報酬総額（基本料金＋加算）×3.9％相当額 

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) （～

R6.5.31） 
介護報酬総額（基本料金＋加算）×2.1％相当額 

ベースアップ等支援加算 （～R6.5.31） 介護報酬総額（基本料金＋加算）×0.8％相当額 
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各種加算項目について 

項目 加算内容 

送迎加算（片道） 
入退所時に送迎を行った場合。 
（通常の実施地域は盛岡市･紫波町･矢巾町とする。但し、その他の地域につい

て相談に応じる。） 

個別リハビリテーション実施加算 
利用者に対して個別リハビリテーションを２０分以

上実施した場合。 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 
在宅強化型老健であり、かつ在宅復帰・在宅療養支援

等指標が 70以上の場合に算定します。 

療養食加算 
糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、高脂血症

食等の特別な食事を提供します。 

夜勤職員配置加算 

入所者の数が２０又はその端数を増すごとに１以上

の夜勤を行う看護・介護職員を配置および２名を超え

て配置しケアを行います。 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

介護職員のうち介護福祉士を 80％以上または勤続 10

年以上の介護福祉士 35％以上配置してケアを行いま

す。 

緊急時治療管理 

利用者の症状が著しく変化し救命救急が必要となっ

た場合に緊急的な治療管理を行い、月に連続する３日

間算定します。 

特定治療 

利用者の症状が著しく変化し、やむを得なく特定のリ

ハビリ、処置、麻酔又は放射線治療を行った場合に算

定します。 

総合医学管理加算 

治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従

い、居宅サービス計画において計画的に行うこととなって

いない短期入所療養介護を行った場合に 10 日を限度とし

て算定します。 

口腔連携強化加算 

口腔の健康状態を評価し、歯科医療機関及び介護支援専門

員への情報提供を行うこと。また、歯科医療機関の歯科医

師又は歯科衛生士が相談等に対応する体制を確保してい

る場合に算定します。 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 

見守り等の機器を導入し、利用者の安全、介護サービスの

質の確保及び職員負担軽減に資する方策を検討する為の

委員会の開催、必要な安全対策を講じたうえで業務改善活

動を継続的に行い、定期的に業務改善の取り組みの効果を

示すデータを厚生労働省へ提供した場合に算定します。 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 
介護職員の処遇改善にかかる、介護報酬総額（基本料金＋

加算）×７.５％相当額を算定します（R6.6.1～） 

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
介護職員の処遇改善にかかる、 

介護報酬総額（基本料金＋加算）×３．９％相当額 

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 
介護職員の処遇改善にかかる、 

介護報酬総額（基本料金＋加算）×２.１％相当額 

ベースアップ等支援加算 
介護職員の処遇改善にかかる、 

介護報酬総額（基本料金＋加算）×０．８%相当額 
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（２）その他の料金（食費＋居住費＋日常生活品費等の合計額） 

＜食費＞負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている額が 1日にお支払い

いただく上限となります。 

負担段階 １日あたりの料金 

第４段階 
１，５００円 

（朝食 420円・昼食 540円・夕食 540円） 

第３段階② １，３６０円（※） 

第３段階① ６５０円 

第２段階 ３９０円 

第１段階 ３００円 

 

＜居住費＞負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている額が 1日にお支払

いいただく上限となります。 

負担段階 居室タイプ １日あたりの料金 

第４段階 

4 人室 ７００円 

２人室 １，０００円 

従来型個室 ２，０００円 

第３段階② 

第３段階① 

4 人室 ４３０円 

２人室 ４３０円 

従来型個室 １，３７０円 

第２段階 

4 人室 ４３０円 

２人室 ４３０円 

従来型個室 ５５０円 

第１段階 

4 人室 ０円 

２人室 ０円 

従来型個室 ５５０円 
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＜日常生活品費等＞ 

日常生活品費 150円/日 口腔ケア用品・スキンケア用品・入浴用品 

教養娯楽費等 （実費分） 喫茶クラブ・園芸クラブ・趣味活動等の材料費 

理容代 2,000～5,000円 カット・パーマ・白髪染め 

電化製品の持ち込

み 
20円/日 

希望により居室内で電化製品を使用する場合には 

1種類につき 1日 20円 

洗濯代 

１００円（パンツ・靴下等） １５０円（シャツ・パジャマ等） 

２００円（上着・ズボン・バスタオル等） ２５０円（タオルケット・セーター等） 

 

※日常生活費については、ご希望されない場合はお申し出下さい。お申し出がない場合は、同

意して頂けたこととしてお取り扱いさせて頂きます。 

※利用者の希望により実施したクラブ活動や趣味活動等にかかる費用は実費でいただきます。 

 

 

 

＜食費・居住費の負担軽減（負担限度額認定）＞ 

世帯全員が市町村民税非課税の方（市町村民税非課税者）や生活保護を受けられている方で、

かつ預貯金等の基準を満たす場合は、施設利用の居住費・食費の負担が軽減されます。認定証

に記載してある負担段階を限度額とします。（保険者の認定を受け、認定証の提示が必要です） 
 

 

区分 

対象者 居住費 

食費 
 

預金金額 

（夫婦の場合） 
多床室 従来型個室 

第４段階 
・市町村民税課税者 

・世帯に市町村民税課税の方がいる者 
負担限度額なし 

第３段階

② 

世帯全員が市町村民税非課税かつ 

本人年金収入等が年間 120 万円超 

500万円 

（1,500万円）以

下 
４３０円 

１,３７０

円 

１，３６０

円 

第３段階

① 

世帯全員が市町村民税非課税かつ 

本人年金収入等が 

年間 80 万円超 120 万円以下 

550万円 

（1,550万円）以

下 

６５０円 

第２段階 
非課税で課税年金収入額と合計所得

金額が８０万円以下の方 

650万円 

（1,650万円）以

下 

４３０円 ５５０円 ３９０円 

第１段階 
生活保護を受けている方 1,000 万円 

（2,000 万円）以下 
０円 ５５０円 ３００円 

老齢福祉年金受給者 

 

＜一定額を超える自己負担の払い戻し（高額介護サービス費）＞ 

ひと月の介護保険サービスの利用料（1 割または 2 割、3 割の合計額）が、月々の負担の上

限を超えた場合、その超えた額が高額介護サービス費として市町村から払い戻しされます。払
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い戻しの対象となるのは介護施設サービス費で、食費・居住費、その他の日常生活費は対象と

なりません。 

 

 区  分 負担の上限（月額） 

第 4段階 

年収約 1160 万円以上 140,100 円（世帯） 

年収約 770 万円以上～約 1160 万円未満 93,000 円（世帯） 

市町村民税課税世帯～約 770 万円未満 44,400 円（世帯） 

第 3段階 市町村民税世帯非課税 24,600 円（世帯） 

第 2段階 
市町村民税世帯非課税で［公的年金等収入額＋

合計所得金額］が 80万円以下 

15,000 円（個人） 

24,600 円（世帯） 

第 1段階 

①生活保護の被保護者 

②15,000円への減額により生活保護の被保護

者とならない場合 

③市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 

①15,000 円（個人） 

②15,000 円（世帯） 

③24,600 円（世帯） 

 15,000 円（個人） 
※ 「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員のお合計の上限

額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。 
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＜別紙３＞ 

個人情報の利用目的 
（令和 6年 8月 1日） 

介護老人保健施設博愛荘では、利用者さまの尊厳を守り、安心・安全に配慮する施設理念の

下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 
 
【利用者さまへの介護サービスの提供に必要な利用目的】 
〔博愛荘内部での利用目的〕 

・当施設の利用者さま等への提供する介護サービス提供 
・介護保険事務 
・介護サービスの利用者さまに係る当施設の管理運営業務のうち 
 －入退所等の管理 
 －会計・経理 
 －事故等の報告 
 －当該利用者さまの介護・医療サービスの向上 
－サービス担当者会議・リハビリ会議等による情報共有および事例検討 

－教育実習（学生）の実習研修 

〔他の事業所等への情報提供を伴う利用目的〕 
・当施設が利用者さま等に提供する介護サービスのうち 
 －利用者さまに居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事

業所等との 連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 
 －利用者さまの診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 
 －検体検査業務の委託その他の業務委託 
 －ご家族等への心身の状況説明 
－サービス担当者会議・リハビリ会議等による情報共有および事例検討 

－教育実習（学生）の実習研修 

・介護保険事務のうち 
 －保険事務の委託 
－審査支払機関へのレセプトの提出 

 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 
・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

【上記以外の利用目的】 
〔博愛荘内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 
 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 
 －当施設において行われる学生や研修生等の実習への協力 
 －当施設において行われる事例研究 

    －当施設において行われる諸行事及び掲示物 
〔他の事業所等への情報提供に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 
 －外部監査機関への情報提供 
 －ご家族様、地域、ボランティア、関係機関との交流及び活動報告の一環として博愛

荘が発行・管理する広報紙やホームページに写真等を掲載する場合 
付 記  
1・上記のうち、他の事業所等への情報提供について、同意しがたい内容がある場合には、その

旨をお申し出ください。 
2・お申し出がない場合については、同意して頂いたこととしてお取り扱いをさせて頂きます。 
3・これらのお申し出は、いつでも撤回や変更等をすることが可能です。 


